
『建設現場悩み相談窓口』の設置について

記者発表資料

これまで関東地方整備局では 「三者会議 「設計変更審査会 「ワンデー、 」、 」、

レスポンス」及びＨ２１．５から「土木工事書類作成マニュアル相談窓口」を

設置し、建設現場で請負者が抱える様々な疑問・問題をスムーズに解決するた

めに取り組んできました。

今回、請負者が工事を履行する上で 「請負契約当時者同士では相談できな、

いような現場の悩み」の相談に応じる を新たに設置『建設現場悩み相談窓口』

し、契約関係の明確化・適正化をより一層図っていくものです。

へ相談できる対象工事は 関東地方整備局発注 港『 』建設現場悩み相談窓口 、 （

湾空港除く）の工事で請負契約期間中に限ります。

また、相談できる対象者は、請負契約当事者であれば、現場代理人、監理技

術者、担当技術者、営業担当者等、どなたでも相談できます。

なお、相談内容は、監督員、発注担当事務所へ相談できないような現場の悩

みとし、建設現場悩み相談様式に記載したものを へ『建設現場悩み相談窓口』

『建設現場ＦＡＸ、メール、郵送、持参のいずれかにより提出して頂きます。

に直接電話による相談は、受け付けません。悩み相談窓口』

建設現場悩み相談様式、送付先等については、関東地方整備局ホームページ

（http://www.ktr.mlit.go.jp/inq.htm）に平成２１年７月８日から掲載しま

す。
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『建設現場悩み相談』様式

『建設現場悩み相談窓口』で受付。

相談者へ受付番号を連絡。

工事を履行する上での現場で抱える悩み、
疑問、問題が発生

請負契約期間中の工事で、監督員、発注
担当事務所へ相談できない

建設現場悩み相談様式に必要事項を記載
（相談内容に適正に対応するため、相談者情報・相談
内容を詳細に記載する。なお、会社名以外の相談者情
報は、相談窓口のみで取り扱う）

ＦＡＸ、メール、郵送、窓口へ持参
（齟齬がないようにする）

平成　　年　　月　　日

会 社 名

現場（会社）での役職

氏 名

連絡先（電話）及び
E － mail 又 は Ｆ Ａ Ｘ

TEL：　　　　　　　　　　　　　FAX：
E-mail：

工 事 件 名

工 期 平成　　年　　月　　日　　～　　平成　　年　　月　　日

発 注 事 務 所

工事を履行していく上で、監督員や担当事務所に相談できない
建設現場での悩み（相談）について具体的に記入して下さい。

（誰が、いつ、どこで、誰に、何を、どのような、など）

建設現場悩み相談様式

記 載 年 月 日

相
談
内
容

（建設現場悩み相談様式について）
１．工事を履行する上で、請負契約当事者同士では相談できないような現場の悩み（相談）
　　について、下記様式に記載して下さい。
２．受付完了後、相談窓口から受け付けたことをお知らせするため、受付番号を連絡します。
３．工事完了後、現場での悩み（相談）が解決されたかどうかについて報告をお願いします。
　　（報告様式は、任意の様式で受付番号を記載のうえ、相談窓口まで送付願います。）

(記載内容の取り扱いについて）
１．本相談をされたことにより、当局から会社及び個人に対し、不利益となる取り扱いをする
　　ことは、一切ありません。
２．記載されました個人情報につきましては、「行政機関の保有する個人情報の保護に関す
　　る法律」にのっとり、本件の処理のためにのみ使用することととし、厳正に取り扱います。
３．なお、会社名以外の相談者情報は、当局の内部においても、本件相談窓口以外に伝わ
　　ることはありません。
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